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納税相談（確定申告・住民税申告）日程表

受付時間：９時～ 16 時 30 分
※税務課窓口、総合支所総務課では受付は行いません。

会場が昨年と変更になっていますのでご注意ください。

日程 申告対象地区 会場

２／18（月）大塚・弥永・依井
女
性
セ
ン
タ
ー　

２
階

住
民
ホ
ー
ル

19（火）依井二・山隈

20（水）高田・新町・久光

21（木）野町・原地蔵・南高田

22（金）栗田・森山・朝園

25（月）当所・上高場・高上・大久保

26（火）

櫛木・三箇山・黒岩・小路・勝山・

陣高・一八・畑嶋・長者町・玉虫・

坂根・上曽根田・下曽根田・三牟田・

砥上

コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ　

２
階

会
議
室
１
～
３

27（水）
吹田・西田・赤坂・松延本村・

松延新道・石櫃

28（木）中牟田町・中牟田村・下原・朝日東

29（金）朝日西・二

３／３（月）篠隈・篠隈新道

４（火）丸町・東小田上・東小田下・四三嶋

５（水）福島・安野

６（木）下髙場

７（金）

全地区受付（土・日は除く）～

17（月）

※２月 20 日（主に営業）と、28 日（主に土地・家屋
の譲渡）は甘木税務署員も相談を受け付けします。地区
の割り振り日にかかわらず、この日におこしください。
※青色申告・譲渡（土地、株など）・住宅取得控除の人は
直接甘木税務署（☎２２‐２７２０）へ提出してください。

《
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
・
内
職
の
申
告
》

　

申
告
は
、
全
て
の
所
得
に
つ
い
て
申
告
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
近
年
申
告
も
れ
が
多
い
た
め

に
、
甘
木
税
務
署
の
追
跡
調
査
で
、
所
得
税
を
追

加
徴
収
さ
れ
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
税
金
が
か

か
ら
な
い
場
合
で
も
、
扶
養
控
除
に
当
て
は
ま
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
ま
た
は
住
民

税
の
申
告
を
正
し
く
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

《
農
業
所
得
申
告
》

　

農
地
に
作
付
け
し
て
い
る
人
、
農
地
を
貸
し
て

い
る
人
は
、
白
色
申
告
と
な
り
収
支
内
訳
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。
作
成
し
た
収
支
内
訳
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

《
年
金
所
得
者
》

　

所
得
金
額
や
所
得
控
除
額
に
よ
っ
て
は
確
定
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

《
還
付
申
告
》

　

所
得
税
の
年
税
額
と
既
納
税
額
の
差
額
（
納
め

過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
税
額
）
は
税
務
署
か
ら
払
い

戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
払
い
戻

し
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
の
よ
う
な
場
合
は
還
付
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
民
間
の
金
融
機
関
や
住
宅
金
融
公
庫
な
ど
か
ら

住
宅
ロ
ー
ン
の
融
資
を
受
け
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取

得
し
た
と
き
（
住
宅
取
得
控
除
）。

②
火
災
や
風
水
害
、
盗
難
な
ど
の
被
害
を
受
け
た

と
き
（
雑
損
控
除
）。

③
病
院
へ
の
通
院
、
入
院
や
出
産
な
ど
で
多
額
の

医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き
（
医
療
費
控
除
）。

④
勤
め
を
年
の
途
中
で
辞
め
て
再
就
職
し
て
い
な

い
人
で
、
年
末
調
整
を
う
け
て
い
な
い
と
き
。

●
所
得
税
の
申
告
書
は
「
確
定
申
告
の
手
引
き
」

に
沿
っ
て
記
入
す
る
と
、
所
得
や
税
額
が
簡
単
に

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
手
引
き
」
は
、

税
務
署
、
役
場
に
あ
り
ま
す
。

●
住
民
税
の
申
告
書
と
手
引
書
は
、
広
報
２
月
号

の
折
込
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
申
告
書
が
足
り
な

い
場
合
は
、
役
場
本
庁
税
務
課
、
総
合
支
所
総
務

課
に
準
備
し
て
い
ま
す
。
提
出
期
限
は
３
月
17
日

（
月
）
で
す
。

●
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者（
要
支
援
は
除
く
）

は
、
障
害
者
控
除
に
当
て
は
ま
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
が
必

要
な
人
は
介
護
保
険
証
と
印
鑑
を
お
持
ち
に
な
っ

て
、
福
祉
課
（
め
く
ば
ー
る
健
康
福
祉
館
）
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
国
民
年
金
を
支
払
っ
て
い
る
人
は
、
必
ず
「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

を
添
付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
た

と
き
は
南
福
岡
社
会
保
険
事
務
所
（
☎
０
９
２
‐

５
５
２
‐
６
１
２
８
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
な
人

・
給
与
所
得
者
で
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書

の
提
出
が
な
い
人
（
パ
ー
ト
な
ど
）

・
給
与
所
得
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た
人
（
地
代
、

家
賃
、
配
当
、
農
業
な
ど
）

・
年
金
、
恩
給
（
雑
所
得
）
を
受
給
し
て
い
る
人

・
生
命
保
険
な
ど
の
満
期
一
時
金
を
も
ら
っ
た
人

・
平
成
19
年
中
に
退
職
し
た
人
で
、
年
末
調
整
を

受
け
て
い
な
い
人

・
医
療
費
控
除
や
住
宅
取
得
控
除
な
ど
を
受
け
よ

う
と
す
る
人

・
所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
を
引
け
な

か
っ
た
人
（
把
握
し
て
い
る
人
へ
は
通
知
済
）

区　分 申告と納付期限
所　得　税 ２月 18 日（月）～３月 17 日（月）

贈　与　税 ２月１日（金）～３月 17 日（月）

個人事業者の消費税 ３月 31 日（月）まで

確 定 申 告税 金
お早めに！

Information

　

小
学
校
・
中
学
校
に
在
学
中
の
児
童
生

徒
で
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
家
庭
の
保
護
者
に
対
し

て
、
就
学
援
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
人
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
者
の
認
定
基
準

●
前
年
度
ま
た
は
当
該
年
度
に
、

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

②
町
民
税
の
非
課
税
お
よ
び
減
免

③
国
民
年
金
保
険
料
の
減
免

④
児
童
扶
養
手
当
の
受
給　

の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
受
け
た
人

●
右
記
以
外
で
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

①
保
護
者
の
職
業
が
不
安
定
で
、
生
活
状

態
が
悪
い
と
認
め
ら
れ
る
人

②
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
欠
席
日
数
が
多

い
児
童
生
徒
の
保
護
者

③
学
用
品
費
、
通
学
用
品
費
な
ど
に
不
自

由
し
て
い
る
な
ど
、
生
活
状
態
が
き
わ
め

て
悪
い
と
認
め
ら
れ
る
人

援
助
内
容　

学
用
品
費
、
学
校
給
食
費
、

修
学
旅
行
費
、
入
学
支
度
金
な
ど

申
請
手
続　

教
育
課
に
あ
る
申
請
書
類
に
必

要
事
項
を
記
入
・
押
印
し
、
地
区
担
当
の
民

生
委
員
に
経
済
的
な
事
情
な
ど
を
説
明
の
上
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
守
秘
義
務
が
あ
り
ま

す
の
で
、
心
配
さ
れ
ず
に
お
話
し
く
だ
さ
い
）

申
請
〆
切　

２
月
15
日
（
金
）

提
出
先　

各
地
区
担
当
の
民
生
委
員

ご
相
談
く
だ
さ
い

小
・
中
学
生
就
学
援
助
制
度

[ 問合先　教育課学校教育係　☎２2- ３３８５]

　

国
民
健
康
保
険
の
納
税
義
務
者
で
あ

る
世
帯
主
お
よ
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
（
加
入
者
）
は
、
国
保
税
の

算
定
や
、
軽
減
の
判
定
な
ど
の
た
め
所

得
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
人

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

（
収
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
必
ず
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。）

申
告
が
必
要
な
い
人

①
所
得
税
の
確
定
申
告
や
、
町
県
民
税

の
申
告
を
し
た
人

②
勤
務
先
か
ら
役
場
に
給
与
の
支
払
報

告
が
さ
れ
て
い
る
人

③
社
会
保
険
庁
な
ど
か
ら
年
金
の
支
払

報
告
が
さ
れ
て
い
る
人

　

国
保
世
帯
の
中
で
所
得
が
分
か
ら
な
い

人
が
い
る
と
、
正
し
い
国
保
税
の
計
算
が

出
来
な
い
ば
か
り
か
、
軽
減
（
所
得
が
一

定
以
下
の
人
が
受
け
ら
れ
る
国
保
税
の
減

額
）
判
定
が
で
き
な
く
な
り
、
不
利
益
と

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
必
ず
３
月
17
日

ま
で
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者
は

収
入
が
な
く
て
も

必
ず
申
告
を
!!

注意！

●
住
所
変
更
の
届
出
が
お
済
み
で
な
い
人

は
、
大
切
な
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
お

届
け
で
き
ま
せ
ん
。
住
所
の
変
更
・
訂
正

は
ご
自
身
に
よ
る
手
続
き
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
次
の
手
続
先
で
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

↓
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
役
場
の
窓
口

・
厚
生
年
金
加
入
者
／
国
民
年
金
第
３
号

被
保
険
者

↓
厚
生
年
金
加
入
者
の
勤
務
先
の
社
会
保

険
担
当
者

・
年
金
受
給
者

↓
お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所

●
結
び
付
く
可
能
性
の
あ
る
記
録
を
探
す

た
め
に
も
、
お
持
ち
の
古
い
年
金
手
帳
を

確
認
さ
れ
て
、
氏
名
変
更
の
届
出
が
お
済

み
で
な
い
人
は
、
変
更
の
届
出
を
お
急
ぎ

く
だ
さ
い
。

●
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
で
は
、
社
会
保

険
庁
が
把
握
し
て
い
る
加
入
記
録
を
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
。
ご
自
身
の
記
録
に
も

れ
が
な
い
か
十
分
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

訂
正
が
な
い
場
合
に
は
同
封
の
「
確
認
は

が
き
」
を
、
訂
正
が
あ
る
場
合
に
は
「
年

金
加
入
記
録
照
会
票
」
を
、
必
ず
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

ね
ん
き
ん
特
別
便
へ
の
問
合
先

ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
０
５
８
‐
５
５
５

※
市
内
通
話
料
で
可
。
携
帯
電
話
も
可
。

※
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

☎
０
３
‐
６
７
０
０
‐
１
１
４
４
へ

受
付
時
間　

月
～
金
曜　

９
時
～
20
時

（
第
２
土
曜
日
お
よ
び
３
月
９
日
（
日
）

は
９
時
～
17
時
）

※
オ
ン
ラ
イ
ン
の
稼
動
時
間
に
よ
っ
て

は
、
回
答
が
翌
日
以
降
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
巡
回
相
談

　

年
金
受
給
者
で
、
訂
正
が
あ
る
場

合
は
、
社
会
保
険
事
務
所
で
手
続
き

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
お

済
み
で
な
い
人
は
、
次
の
と
お
り
社

会
保
険
事
務
所
職
員
に
よ
る
巡
回
相

談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　

２
月
13
日
（
水
）・
27
日
（
水
）

10
時
～
15
時

会
場　

朝
倉
商
工
会
議
所
（
朝
倉
市

甘
木
９
５
５
‐
１　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
前
）

お
持
ち
に
な
る
も
の　

・
お
手
元
に
届

い
た
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
書
類
一
式

・
年
金
手
帳　

・
受
給
者
は
年
金
証
書

・
認
印　

・
ご
本
人
以
外
の
場
合
「
委

任
状
」
と
、来
ら
れ
る
人
の
身
分
証
（
保

険
証
や
運
転
免
許
証
な
ど
）

ね
ん
き
ん
特
別
便

住
所
変
更
や
訂
正
は
届
出
を

[ 問合先　住民課年金係　☎４2- ６６０６]

[ 問合先　税務課町民税係　☎４2- ６６０５]

※

※


